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（訂正）「株式会社クオリーメンからの業務提携契約の解除通知による 

業務提携内容の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

 

 平成 26 年 12 月 4 日付「株式会社クオリーメンからの業務提携契約の解除通知による業務提

携内容の一部変更に関するお知らせ」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

（訂正前） 

1. クオリーメン社からの解除通知について 

2 ページ 21 行目  専用実施権をジェネシス社が保持していることから 

 

2. 今後の見通し 

7 行目  専用実施権を保持するジェネシス社 

 

（訂正後） 

1. 専用実施権をジェネシス社が保持する契約を締結していることから 

 

2. 専用実施権を保持する契約を締結しているジェネシス社が 

 

 

 当社は、平成 25 年 12 月 20 日付「新たな事業の開始及び株式会社クオリーメン及び株式会

社ジェネシスとの業務提携契約の締結に関するお知らせ」にて開示のとおり、「再生因子を使

った再生医療」の関連特許を出願中であったクオリーメン社と、当該特許の専用実施権に関す

る契約を締結しているジェネシス社と業務提携契約を締結した旨をお知らせいたしました。 

その後、当社は、平成 26 年 12 月 4 日付「株式会社クオリーメンからの業務提携契約の解

除通知による業務提携内容の一部変更に関するお知らせ」において、ジェネシス社は専用実施

権を保持している旨を開示いたしました。これは、ジェネシス社はクオリーメン社に対してす

でにその対価を支払っており、両社の契約上ジェネシス社が専用実施権者として利益を享受で

きる立場にあることは明らかであるという実態を踏まえての開示でありました。しかしながら、



特許法上は、クオリーメン社が特許権を取得していないことから、それに伴いジェネシス社も

専用実施権を保持していない状況です。 

クオリーメン社とジェネシス社の間では、当社を含めた 3 社の業務提携契約より以前から、

専用実施権の設定登録を約しておりましたが、クオリーメン社は未だ特許出願中で、仮専用実

施権の設定登録を行っておりません。ジェネシス社は、クオリーメン社に対して仮専用実施権

の登録設定を強く要求しておりますが、クオリーメン社は当該契約を履行していない状況であ

り、現在、当社はジェネシス社に対し、仮専用実施権の登録設定を強く要請しております。 

  

以 上 

 


